
○ 対象者

○ 主な人員配置○ サービス内容

○ 医療的ケアに関する加算

■ 障害支援区分１以上の障害者等（身体障害、知的障害、精神障害）

居宅における

■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ 生活等に関する相談及び助言
■ その他生活全般にわたる援助

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・介護福祉士、実務者研修修了者 等
・居宅介護職員初任者研修修了者等であって３年以上の実務

経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、

居宅介護職員初任者研修修了者 等

特定事業所加算(5％、10％又は20％加算)
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確保、③重度障害者
への対応に積極的に取り組む事業所のサービスを評価

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加算）
→特定事業所加算（20％加算）の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価

居宅介護

第五条
２ この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与
することをいう。

○ 法律（障害者総合支援法）

○ 事業所数 19,245 （国保連平成27年12月実績） ○ 利用者数 161,783 （国保連平成27年12月実績）

9,293 （うち障害児利用者数）
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居宅介護に関する規定
【障害者総合支援法（抄）】

第五条
２ この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又
は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

第二十八条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関
して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
一 居宅介護

第二十九条 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県
知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者（以下「指定障害福祉サービス事業者」と
いう。）若しくは障害者支援施設（以下「指定障害者支援施設」という。）から当該指定
に係る障害福祉サービス（以下「指定障害福祉サービス」という。）を受けたとき、又は
のぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス
（支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。）に要した費
用（食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する
費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以
下「特定費用」という。）を除く。）について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
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